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船舶事故調査報告書 

 

                             平成２５年３月２１日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

                         委   員  庄 司 邦 昭 

委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 衝突 

発生日時 平成２４年１月３１日 １２時１１分ごろ 

発生場所 愛知県名古屋港第４区金城ふ頭８２号岸壁 

 名古屋市所在の金城船舶通航信号所から真方位３３０°８００ｍ付

近 

 （概位 北緯３５°０２.５′ 東経１３６°５０.５′） 

事故調査の経過  平成２４年２月１７日、本事故の調査を担当する主管調査官（横浜

事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ 自動車運搬船 PLEIADES
プ レ イ ア デ ス

 LEADER
リ ー ダ ー

、３２,８５７トン 

   １４１１２５、エフアイストロベリーリーシング有限会社 

   １９９.９４ｍ×３２.２６ｍ×２４.１２ｍ、鋼 

   ディーゼル機関、１５,５４０kＷ、平成２１年８月 

Ｂ 貨物船 SUN
サ ン

 HAPPINESS
ハ ピ ネ ス

（パナマ共和国籍）、６,００２トン 

   ９３１２３６５（ＩＭＯ番号）、PANA STAR LINE S.A.（パナマ

共和国） 

   ９７.６１ｍ×１８.８０ｍ×１３.００ｍ、鋼 

   ディーゼル機関、３,４００kＷ、２００４年７月 

 乗組員等に関する情報 Ａ 水先人 男性 ６４歳 

   伊勢三河湾水先区１級水先人水先免状 

    免 許 年 月 日 平成２０年３月１８日 

    有効期間満了日 平成２５年３月１７日 

  船長Ａ（ルーマニア国籍） 男性 ４６歳 

   外国免状（ルーマニア国発給） 

    交付年月日 １９９８年６月１９日 

          （２０１３年７月１８日まで有効） 

Ｂ 船長Ｂ 男性 ７１歳 

   締約国資格受有者承認証 船長（パナマ共和国発給） 

    交付年月日 ２００８年５月２１日 

          （２０１３年４月１１日まで有効） 

 死傷者等 Ａ なし 

Ｂ なし 
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 損傷 Ａ 右舷船尾端外板に凹損 

Ｂ 左舷船首部外板に凹損 

 事故の経過  Ａ船は、船長Ａほか２３人が乗り組み、水先人が水先し、自動車約

５,０６１トンを載せ、船首尾共に約８.４０ｍの喫水により、平成２

４年１月３１日１１時３０分ごろ、名古屋港の名港ふ頭を離岸し、左

舷船尾にタグボート（以下「タグ」という。）のタグラインを取った

状態で同港の金城ふ頭に向かった。 

 Ａ船は、金城ふ頭南西角を約３００ｍ離して右転後、針路を真方位

約３５０°及び速力を約４～５ノット（kn）として金城ふ頭８１号岸

壁に向かって北進した。 

 水先人は、金城ふ頭南西角を右転後、風が強くなったが、このこと

に気付くのが遅れて航行し、金城ふ頭８３号岸壁付近で気付き、同岸

壁付近でＡ船の速力が約３kn になったので、タグに左舷方向から押す

準備をするように指示した。 

 水先人は、金城ふ頭８１号岸壁に入船で右舷着けの係留をするつも

りであり、船首を同ふ頭８０号岸壁に着岸中の自動車運搬船に向けた

頃、右舵一杯としていても舵が効かなくなっており、船尾が風下に圧

流され始めていたので、タグに横方向へ半速力で引かせ、バウスラス

ターを左方向に一杯、舵を右舵一杯、機関を極微速力前進とした。 

 Ａ船は、水先人が、金城ふ頭８２号岸壁のＢ船を通過したと思った

頃、着岸時の衝撃を和らげるために左舵一杯、バウスラスターを右方

向に一杯としたが、平成２４年１月３１日１２時１１分ごろＡ船の右

舷船尾端外板とＢ船の左舷船首部が衝突した。 

 Ｂ船は、船長Ｂほか１４人が乗り組み、金城ふ頭８２号岸壁に右舷

着けして荷役中であった。 

 両船は、本事故後、名古屋港で仮修理ののち、日本海事協会の検査

を受け、Ａ船はフィリピン共和国のマニラ港に、Ｂ船は愛知県四日市

港に向けてそれぞれ出港した。 

 気象・海象 

 

 

気象：天気 曇り、風向 北西、風速 約５～６m/s(最大瞬間約８～

９m/s)、視界 良好、気温 約５.５℃ 

海象：潮汐 下げ潮の初期、潮高 約１.６ｍ、潮流 微弱な南流 

 その他の事項 

 

 Ａ船は、排水量が約２９,７５７トン、バウスラスターの出力が約

１,５００kＷであった。 

 タグの出力は、約２,５７４kＷであった。 

 Ａ船の乗組員の配置は、船首に一等航海士ほか３人、船尾に二等航

海士ほか３人、船橋に船長、三等航海士、見習い航海士、操舵手の４

人及び水先人であった。 

船長Ａは、陳述書によれば、水先人とタグとの交信が日本語で行わ

れたために状況がよく分からなかったと記載していた。 

Ｂ船は、約３,２１０ｔの貨物を載せ、喫水が船首約５.５ｍ、船尾
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約６.１ｍであった。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象の関与 

 判明した事項の解析 

 

Ａ あり、Ｂ なし 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ あり、Ｂ なし 

 Ａ船は、名古屋港金城ふ頭において、入船で右舷着けしようとして

金城ふ頭８１号岸壁に接近中、金城ふ頭南西角を右転後、以前に比べ

て風が強くなったが、水先人が、このことに金城ふ頭８３号岸壁付近

で気付いたことから、金城ふ頭８３号岸壁付近でＡ船の速力が約３kn

になり、右舵一杯としていたが舵が効かなくなっており、船尾が風下

に圧流され、金城ふ頭８２号岸壁に着岸中のＢ船と接近し、Ｂ船と衝

突したものと考えられる。 

原因  本事故は、名古屋港金城ふ頭において、Ａ船が入船で右舷着けしよ

うとして金城ふ頭８１号岸壁に接近中、Ｂ船が金城ふ頭８２号岸壁に

着岸中、Ａ船が、金城ふ頭南西角を右転後、以前に比べて風が強くな

ったが、水先人が、このことに金城ふ頭８３号岸壁付近で気付いたた

め、Ｂ船と衝突したことにより発生したものと考えられる。 

参考 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・停泊船と適切な距離をとる針路で航行すること。 

 ・風速が増加したときは、圧流に対して早めに対応すること。 

 

 




